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罰

行動分析学による罰（弱化）の定義
　みなさんは，「罰」と聞くとどんなことを連
想しますか。罰（ばち）があたる，天罰が下る
といった何かよくないことを行った報いのよう
なものを連想される方も，法律上での懲罰のよ
うなもの，あるいは体罰のようなものを思い浮
かべる方もいるかもしれません。
　ところが，スキナーが創始した行動分析学が
扱う「罰」（punishment）は全くそれらとは異
なり，近年では，強化と対称的なものであると
いう本来の意味に近くなるように「弱化」と
いう訳語があてられています。今回の特集は

「罰」ですが，本稿ではこれ以降「弱化」とい
う用語を使います。
　それでは，行動分析学での弱化と，日常的な
意味での罰とは何が違っているのでしょうか。
要は，後者がそこで用いられている刺激や出来
事に言及しているのに対して，行動分析学で用
いられる弱化は，反応と結果との関係（行動随
伴性）を表しています。まず，行動分析学にお
ける一般的な定義を示しましょう。「行動の直
後の環境変化によって将来的なその行動の生起
頻度が下がる」（Skinner, 1953；Azrin & Holz, 
1966）というものです。例えば，動物実験でよ
く用いられる場面であれば，ラットがレバーを
押すと床から電気ショックが呈示されることで，
レバー押しの頻度が下がること，日常場面では，
友人に正直に意見をしたら反論されてその人
との信頼関係を失ってしまい，正直に発言でき
なく（しなく）なったりすること，などが挙げ

られます。ある行動をした結果として何かが生
じたり増えたりすることでその行動の生起頻度
が下がることを正の弱化，何かがなくなったり
減ったりすることでその行動の生起頻度が下が
ることを負の弱化と呼び，レバー押しの例は正
の弱化，正直に意見する例は負の弱化に相当し
ます。そして，何かが生じることで生起頻度が
下がるとき，その何かを嫌子（負の強化子また
は正の弱化子），逆に何かがなくなることで生
起頻度が下がるとき，その何かを好子（正の強
化子または負の弱化子）と呼びます。いずれも
自発した行動の結果によってその行動が起こり
にくくなっています。ですから，ある犯罪行為
により懲役や罰金刑（手続き上はいずれも負の
弱化）を受けても，その個人のその犯罪行為の
頻度が低下しなければ弱化ではありません。

弱化についての基礎研究
　私は卒業論文から学位論文まで，主にラット
を用いたオペラント条件づけの弱化についての
基礎研究を行いました。そこでの研究テーマ
は，選択場面を使って，強化と弱化とが対称的
な効果を持っているかどうかでした。現在はヒ
トを参加者とした確率による価値割引事態で，
報酬の獲得と損失とが対称性を持っているかど
うかを研究しています。まず24時間実験（封
鎖経済）の例（Yoshino & Reed, 2008）を紹介
しましょう。
　図1に示すような，オープンフィールド，お
がくずの敷かれた巣箱，左右にレバーとえさ箱
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ぞれの組み合わせに大きな音が呈示される弱化
セッション（呈示の割合は左右とも同じ）を行
いました。ラットは1日に30分の掃除やデータ
収集などの時間を除く23時間半をこの装置で
過ごします。多くの実験のようにセッション外
での給餌はありませんから，ラットは1日に必
要なエネルギーをこの装置の中だけでレバーを
押して獲得しなければなりません（これを封鎖
経済と呼びます）。レバー押しの回数，レバー
押しをしている時間を計測し，左右レバーへの
配分を主な反応の指標としました。
　図2は強化だけのセッションと音刺激を加え
た弱化セッションで反応配分がどのように変化
したかを強化配分の関数として求めた回帰直線
によって示しています。この強化と反応との対
応関係は対応法則と呼ばれるのですが，ここで
は二つの点に注目してください。まず，強化だ
けのセッションの回帰直線（実線）の傾きに比
べて弱化セッション（破線）では傾きが大きく
なっていることです。もうひとつは，強化だけ
のセッションでは封鎖経済でなければ一般に.7
〜 .9程度の傾きを示すのですが，ここではよ
り大きな値を示していることです。
　これらが意味するのは，弱化セッションで
は，より強化率が高い選択肢への選択傾向が強
くなること（これを過大対応と言います），そ
して封鎖経済では，強化だけのセッションでも
強化率が高い選択肢への選択傾向が強くなるこ
とです。日常場面に当てはめてみると，経済的
に困っているときや危険にさらされているとき
は，二つある選択肢のうち，より安全なほうを
選びやすくなるということでしょうか。

弱化の直接的効果・副次的効果
　こうした基礎研究の積み重ねによってヒトを
含む動物の行動の原理が明らかにされてきまし
た。弱化の直接的な効果は，まず弱化された反
応の生起頻度を下げることです。そしてその反
応を抑制する効果を確実にするためには，表1
に示した六つを含む14の条件が必要です。
　直接的な効果とその効果を確実なものとする
条件がわかっていれば，日常生活の中で私たち

のある反応ユニット，そして水のボトルがつけ
られた装置を1台ずつ2匹に準備しました。レ
バーを押すと時々餌が出てきます。また弱化の
セッションでは餌だけでなく，大きな音（電気
ショックの代わり）が呈示されます。左右のレ
バー押しで得られる強化頻度の割合を四つの組
み合わせに変化させた強化セッションと，それ

図 1　封鎖経済下での選択行動実験で用いた実験箱
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図 2　封鎖経済下での強化および弱化事態におけ
る，強化配分の関数としての反応配分と時間配分

表 1　弱化の直接的な抑制効果を確実なものにする
ための条件の抜粋（Azrin & Holz, 1966 より改変）

1. 嫌子（負の強化子）からの逃避が不可能であること
2. 嫌子が十分な強度を持っていること
3.  嫌子がターゲット行動のすべての生起に伴って呈示され

ること
4. 嫌子が反応直後に遅延なく呈示されること
5. 嫌子が最初から最大の強度で呈示されること
6. 嫌子の呈示時間がごく短いこと
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が他者の行動をやめさせた
り，起こりにくくしたりする
ために弱化の手続きが使え
そうです。けれども，現実
はそうではありません（吉
野, 2015参照）。その理由と
して，四つ挙げられます（表
2）。まず，嫌子は多くの場合
それ自体が嫌悪刺激ですか
ら，受ける側はもちろん，用
いる側も不快であり，対象と
する行動の弱化以外にも混乱
や攻撃などさまざまな反応を
引き起こします。二つめに，
弱化手続きを用いる行動自体
が何らかの社会的な強化を受けていることがあ
ります。例えば，体罰や暴力行為を無くしたい
とするときは，その行動自体がなぜ生じている
かを考えなければ十分な議論に至りません。こ
れについては，次項で考えてみましょう。三つ
めは，弱化が直接持っている抑制効果が必ずし
も持続的でない可能性です。特定の場面だけで
ある行動が弱化されれば，それ以外の場面では
その行動が何らかの強化を受けている限りは生
じてしまいます。最後に，ある行動が弱化され
たとしても，そのときにどうすればうまくいく
のかがわからないことです。
　こうした副次的な効果があるために，行動分
析学の原理を現実場面や臨床場面に適用する応
用行動分析学や臨床行動分析学では，弱化を用
いることがほとんどありません。それでも前述
のように，現実に望ましくない行動がそこにあ
るとき，どうすればよいのでしょうか。

行動分析学からみた 
日常的な罰の効果と問題点

　日本行動分析学会は，2012年12月に大阪府
内の高等学校で発生した体罰事件を受けて，

「体罰」に反対する声明を発表しました（島
宗・他, 2015）。科学的知見を根拠としてその
要点を三つにまとめることができます。①苦痛
刺激を用いた「正の弱化」としての「体罰」の

効果と問題点，②副次的な望ましくない作用，
③望ましくない行動を減少させるより望ましい
方法です。
　弱化は厳密に適用されたとき確かに特定の反
応を抑制する効果を持っています。けれども例
えば暴力的な行為を用いても，望ましくない行
動が必ず抑制されるわけではありません。この
意味において，体罰が正の弱化かどうかはケー
スバイケースです。また，二国間で望ましくな
い行動に対して経済制裁などの手続きが採用さ
れることがあります。うまく機能したとすれば
負の弱化の手続きですが，その行動を抑制でき
ないばかりか副次的な効果としてより攻撃的な
行動を誘発してしまうことすらあります。
　自分が体罰を受けて，その結果として頑張る
ようになり成功した人にとってみると，体罰は
単に望ましくない行動を抑制するだけでなく，
より望ましい結果を導く素晴らしい方法である
と考えてしまうかもしれません。そして，使用
することで一時的であれ目の前にある望ましく
ない行動が消失すれば，負の強化を受け，時に
は周囲の人たちから社会的な賞賛といった正の
強化すら受ける場合があるでしょう。けれど
も，体罰を受けることで，例えば部活動などの
退部，不登校や，さらに深刻な場合は自殺と
いった事態を招く場合があることは近年の報道
からも明らかです。

罰の効果とその問題点

表 2　弱化がもたらす副次的効果（Matson & DiLorenzo, 1984 より改変）
I 嫌子の使用による効果

 1.  弱化は用いる側も受ける側も一般的に不快である
 2.  望ましくない情動状態が生じる
 3.  弱化された反応を行った個人が，その状況から逃げ出したり，避けたりといった

社会的な混乱を引き起こす
 4.  特に体罰によっては，社会的な攻撃を引き起こす可能性がある
 5.  弱化は，弱化された行動だけでなくより全般的な反応の抑制をもたらす傾向が

ある

Ⅱ 弱化を使う行動に及ぼす効果
 6.  弱化の手続きを使う行動が何らかの社会的な強化をうける可能性がある
 7.  弱化の手続きは濫用される危険性が高い

Ⅲ 抑制効果の持続性
 8.  弱化の手続きによってもたらされる反応抑制効果は一時的に留まることがある
 9. 弱化された行動は，それ以外の望ましくない行動に置き換わる可能性がある
10.  弱化を使う個人がいない場面でのみ一時的に反応が抑制するだけで，それ以外

の場面では反応は維持されたままである

Ⅳ その他
11.  弱化を受けたときに，その行動が望ましくないことがわかったとしても，どうす

ればよいかを示さない
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　行動分析学の研究から，望ましくない行動を
抑制する手続きが弱化や消去だけでないことが
明らかになっています。先述した嫌子の使用に
伴うネガティブな効果は，「反応コスト法」や

「タイムアウト法」などを使うことで回避する
ことができます。さらに，ポジティブな行動支
援から，より望ましい行動を形成しながら望ま
しくない行動を抑制する具体的な方法も存在し
ます（平澤, 2015；大久保, 2015）。
　これらの方法には大きく分けると三つの段階
があります。まず，機能的アセスメント（機能
分析）によって，ターゲットとなっている望ま
しくない行動がどのような強化を受けているか
を分析します。その行動を行っている人が「乱
暴な人」だからとか「思いやりのない人」だか
らでなく，その行動自体に焦点を絞ります。行
動が生じているとすれば，そこには何らかの強
化が働いていますから，その強化源を明らかに
するのです。次に，その機能分析に基づいて環
境を改善する計画を立てます。例えば，その行
動で得ている強化と同様な強化を，より望まし
い行動によって得られるようにするのはその一
つの方法です。そして最後にそうした望ましい
行動を形成することで，望ましくない行動を相
対的に抑制していきます。つまり，望ましくな
い行動を止めさせようとするのでなく，対立行
動分化強化や代替行動分化強化などの手続きに
よって望ましい行動を形成するわけです。体罰
を使用する人は，そのようなより望ましい行動
を形成する視点や行動のレパートリーを持って
いないのかもしれません。

おわりに
　筆者はかねて，弱化を「自己矛盾の行動随伴
性」と呼びました（吉野, 2015）。自然環境に
は多くの弱化の随伴性が働いており，それを経
験することで自分を守ることを学習するわけで
すが，同じ弱化の随伴性を付加的に他者の行動
を制御するために使用してもうまくいきませ
ん。つまり弱化は，ある行動が抑制される手続
きであっても，他者によってある行動を抑制す
る手続きではないのです。

　スキナーは，『罰無き社会』（1990）で，人
間の生物学的な特性，文化の重要性を前提と
して，教室場面を例に挙げて弱化だけでなく，
トークンを使用するなどの外的な強化を使うこ
との問題点を指摘しています。彼の主張は実験
的行動分析による科学的な行動研究を基盤にし
たものでした。少し長くなりますが，彼の言葉
を引用して本稿を結びたいと思います。
　「もし，正の結果だけによって，人々が知識
や技能を獲得し，生産的に働き，お互いが良好
な関係を結び，生活をエンジョイすることがで
きるならば，国際的な事柄に従事する人々も罰
的でないやり方をもっと有効に用いることがで
きるようになることでしょう。戦争に訴えよう
とするのは，不幸で怯えている人たちです。幸
福な国家間の国際的協調がよりよい結果を生む
はずです」。
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